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圧倒される。これらの数字は私たちに何を問いかけ
ているのか。

環境省によれば、2025年4月から12月までの
クマの出没件数は全国で4万9226件（速報値）だっ
た。クマの大量出没が問題となった2023年度の2万
4348件（4月から翌3月）を大きく上回り過去最多と
なった。都府県別では秋田1万3483件、続いて岩手
9542件、新潟3454件、宮城3336件だった。

クマによる人身被害者数（2025年4月から12月ま

で）は全国で236人（うち死亡者13人）にのぼり、直近
10年でみれば最も多かった2023年度の219人（う

ち死亡者6人）を上回った。都道府県別では秋田67人
（うち死亡者４人）、続いて岩手38人（うち死亡者5人）、
福島24人、新潟17人だった。

クマの許可捕獲数のうちの捕殺数（2025年4月から

12月までの速報値）は計1万3387頭（ツキノワグマ1万

1976頭、ヒグマ1411頭）で、2023年度の9276頭を
超え、こちらも過去最多となった。都道府県別では、秋
田2745頭、福島1636頭、北海道1411頭だった1。

2025年、生活圏へのクマの大量出没と人身被害
の状況は「災害級」と評された。災害ならば、と考える。
1997年の阪神大震災に始まり、21世紀に入って
あまた起きた大規模自然災害から、私たちは自然災害
が単に地域社会や日々の営みに破壊的な被害を与え
るだけではないことを知った。自然災害は社会保障、産
業政策、就労、地域開発、コミュニティーなどが抱える
社会構造の脆弱性を介して、特定の地域や属性、特定
の社会集団のリスクを増幅させる。災害による被害と
は自然現象の単なる結果ではなく、災害に対する社会
の対応能力の問題でもあることを学んできた。
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2006 年

狩猟法の大幅改正、名称を「鳥獣保護法（鳥獣保護及び狩猟に関する法律）」に変更 
・狩猟管理だけでなく、鳥獣の保護と増殖、有害鳥獣の駆除を加える 
・鳥獣保護事業計画制度の創設

環境庁設置、林野庁から鳥獣行政を移管

「鳥獣保護法」改正 
「種の保存法」制定 
日本で初めてのレッドデータブック公表、紀伊半島、西中国地域、四国、九州等のツキノワグマが「絶滅の
おそれのある地域個体群」に掲載

クマの大量出没

地方分権一括法の制定に伴い、鳥獣保護法を改正 
・都道府県が任意で策定する「特定鳥獣保護管理計画制度」を創設 
・鳥獣の保護や捕獲等管理に関する事務を都道府県の自治事務へ、都道府県は市町村への捕獲許可等の権
限を移譲

「特定鳥獣保護管理計画技術マニュアル」策定

環境庁から環境省へ 
クマの大量出没

「鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律」へ名称変更 
・生物多様性の確保という観点からの「保護」の概念の強化 
・鳥獣の違法捕獲への対応、捕獲した鳥獣の種類や数などの報告の義務化

クマの大量出没

環境庁「ツキノワグマの大量出没に関する調査報告書」

クマの大量出没 
日本クマネットワーク、国への提言まとめる

そうしてみれば、クマの大量出没と人身被害もまた
自然のダイナミズムのみの結果ではなく、社会の対応
能力にかかわる政策や政治の問題であろう。

1970年代、ツキノワグマによる林業被害により捕
獲が進んだ結果、個体数が大幅に減少したことがあ
る。1980年代半ばから狩猟の自粛、禁止へ、ヒグマに
ついても1990年に捕獲抑制策に転じている。以降、
環境省はクマについては地域の個体数に合わせて捕
獲率の上限を設けて現状維持をはかることを基本方
針に、捕獲等に関する都道府県の保護管理計画の指
針となる「特定鳥獣保護管理計画技術マニュアル（ク
マ編）」（2000年）等のガイドラインを策定してきた。

その方針が転換したきっかけは2023年のクマの
大量出没だったという。環境省の「クマ類による被害防
止に向けた対策方針」（2024）を受け、2024年、クマ
類は生息数増加や分布拡大によって深刻な被害を及
ぼす「指定管理鳥獣」（四国のクマ類を除く）となった。こ
れにより先行するシカやイノシシと同様、捕獲費用や
調査の財政支援の対象となり、都道府県や自治体が
広域的かつ集中的な捕獲を実施できるようになった。
2025年には鳥獣保護管理法の改正で日常生活圏で
の緊急銃猟が可能となり、関係閣僚会議による「クマ
対策パッケージ」で、緊急銃猟の安全確保と実施体制
整備、ゾーニング の推進徹底2、専門人材の配置と育

鳥獣保護管理法とクマ出没に関する主要な動き 年表　
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成に関する緊急的、短期・中期的対応をまとめた。
こうして望むと、門外漢ながら、約四半世紀に及ぶ政

策、政治のツケのようなものを感じざるを得ない。
1999年、鳥獣保護法（現鳥獣保護管理法）が改正さ

れた。特定鳥獣保護管理計画制度が設けられ、計画的
な保護管理として有害鳥獣駆除が打ち出された。地方
分権一括法のひとつとしての改正でもあり、有害鳥獣
の保護管理を国から県、市町村に移譲することも決め
られた。「調査能力が確保できない」「予算も人もいな
い状況で権限だけ地方におろして大丈夫か」。研究者

や専門家からは地方に保護管理の体制が整備されて
いないことが懸念されていた3。三位一体改革で自治
体財政は結果的に打撃を受け、財政難と定員管理計
画の推進により職員数は削減された。保護管理のため
の専門人材や予算の確保に関する地域間格差は広が
り、民間だのみの捕獲の結果、農林業被害や自然植生
の荒廃を解決できない事態も生じたという4。

クマ類の保護管理に関わる専門家と研究者らでつく
る「日本クマネットワーク」はすでに2006年のクマの
大量出没時に「国への政策提言」をまとめている5。自

環境庁「クマ類の出没対応マニュアル」発行 
農林水省所管・鳥獣被害防止特措法（鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する
法律）施行

・市町村に対し、国と都道府県による財政措置義務を規定
・農林水産業の被害防止に特化し、市町村が捕獲許可権限を有し「被害防止計画」を策定
・市町村での鳥獣被害対策実施隊の設置

クマの大量出没

九州地方のツキノワグマ絶滅を公式宣言（環境省） 
環境省「クマ類保護管理検討会」設置

鳥獣保護管理法（鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律）に改名（2015 年施行） 
・「第一種特定鳥獣保護計画」（保護すべき鳥獣）と「第二種特定鳥獣管理計画」（管理、捕獲の対象）を制度化 
・指定管理鳥獣捕獲等事業の創設、認定鳥獣捕獲等事業者制度の導入 
「特定鳥獣保護管理計画作成のためのガイドライン（クマ類編・平成 28 年度）」策定

クマの大量出没

環境庁「改訂版・クマ類の出没対応マニュアル」発行

クマの大量出没 
指定管理鳥獣にクマ類を追加（絶滅の恐れの高い四国の個体群を除く） 

「クマ類による被害防止に向けた対策方針」策定

クマの大量出没
改正鳥獣保護管理法成立（4 月）、施行（9 月）

・人身被害が著しい「危険鳥獣」を規定 : ヒグマ、ツキノワグマ、イノシシを指定
・緊急銃猟の創設
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鳥獣保護管理法とクマ出没に関する主要な動き 年表　

（出所） 小坂井千夏ほか（2015）「クマ類の保護管理の敬意と法制度」『哺乳類科学』55(2） 、寺西香澄（2025）「人の日常生活に出没したクマ等への対応―
―鳥獣保護管理法改正案をめぐる国会論議」『立法と調査』No.476、西本卓司（2024）「鳥獣管理の現状と課題—法改正に向けた動きと担い手の確
保・育成の取り組み」『立法と調査』No.468, 山岸千穂（2014）「野生鳥獣の管理の強化—鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律の一部を改正
する法律案」『立法と調査』No.351をもとに作成。
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治体への財源確保、専門官制度の創設、全国レベルで
の精度の高い個体数推定調査の実施、適正な狩猟に
よる共存、人材確保などを求めていたが、提言の多くは
実施されなかった 。

クマの大量出没の背景には、少子高齢化や過疎化に
よって中山間地域での人間活動が低下し、果樹の放任
など里山利用が縮小する一方、耕作放棄地が拡大し
たことが指摘されている6。2001年度以降のクマの
大量出没が集中する東北地方では、宮城県を除いて、
2000年から2025年の人口減少率は約20％ 7だ。特
に秋田県の人口は約87万人（2025年）、人口減少率
は26％、高齢化率（2024）は39.5％だ。その間、首都
圏では370万人余りが増加した。

政策立案者が好む「選択と集中」の結果とはこのこ
とか。人口減少と高齢化が著しい東北地方に、国は有
害鳥獣捕獲の「自治体・地元住民・林業関係者・ＮＰＯ
等の協働」を期待し、最後は警察や自衛隊の動員で対
応する。クマの大量出没をきっかけに、野生動物の「人
慣れ」による人身被害のリスクやゾーニング管理の重
要性が再認識された。その一方で、政府・自民党と環
境省は観光立国という産業政策の一環として国立公
園への高級ホテル誘致を推進し、太陽光パネルや風力
発電等のための再生エネルギー立地としての「有効活
用」を進めている。

努力を無に帰すかのような政策と財政措置、厳しい
研究環境のもとで、シカ、イノシシ、クマ、サルなどの野

生動物に関する地道な調査研究と地域での実践を蓄
積してきた方々がいる。その知識と経験と声がないが
しろにされることなく、よりよい政策が実施されてほし
いと願うばかりだ。本特集は、大型哺乳動物の生態、野
生動物保護管理、狩猟管理、アクションリサーチによる
農村計画の分野において、そのような地道なフィール
ドワークと地域の人 と々の対話を通じて問題解決を模
索し、提案、実践してきた方々の論考である。■

《注》
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策方針」。
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